
生
活

保
護

の
決

定
及

び
実

施
に

関
す

る
審

査
請

求
に

係
る

裁
決

権
限

の
道

府
県

か
ら

指
定

都
市

へ
の

移
譲

平
成

29
年

7月
14

日

熊
本

県
健

康
福

祉
部

長
寿

社
会

局

平
成

29
年

度
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案

Ⓒ
20

10
 

熊
本

県
く
ま

モ
ン

重点番号20-①：生活保護制度関連の見直し（九州地方知事会）
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１
提

案
内

容

1

２
生

活
保

護
に

お
け

る
審

査
庁

（
生

活
保

護
法

第
６

４
条

）

市
町

村
長

が
、

次
の

事
務

を
管

理
す

る
行

政
庁

（福
祉

事
務

所
）
に

委
任

し
た

場
合

の
審

査
請

求
は

、
都

道
府

県
知

事
に

対
し

て
行

う
。

①
保

護
の

決
定

及
び

実
施

に
関

す
る

事
務

に
関

す
る

処
分

②
就

労
自

立
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
に

関
す

る
処

分

３
裁

決
を

す
べ

き
期

間
（
生

活
保

護
法

第
６

５
条

）

＊
行

政
不

服
審

査
法

改
正

（Ｈ
２

８
．

４
）
前

の
裁

決
を

す
べ

き
期

間
は

５
０

日

区
分

裁
決

す
べ

き
期

間

行
政

不
服

審
査

会
等

へ
諮

問
す

る
場

合
審

査
請

求
が

さ
れ

た
日

か
ら

７
０

日

上
記

以
外

審
査

請
求

が
さ

れ
た

日
か

ら
５

０
日
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４
生

活
保

護
の

実
施

体
制

等

2
生

活
保

護
法

第
６

４
条

の
改

正
指

定
都

市
福

祉
事

務
所

に
係

る
審

査
請

求
は

、
指

定
都

市
の

長
に

行
う

。

都
道

府
県

福
祉

事
務

所
指

定
都

市
福

祉
事

務
所

①
委

任
：
地

方
自

治
法

及
び

地
方

分
権

の
推

進
を

図
る

た
め

の
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

く
法

定
受

託
事

務

②
委

任
：
法

第
１

９
条

第
４

項
に

基
づ

く
委

任
③

指
導

監
査

、
技

術
的

助
言

、
指

導
等

の
実

施

審
査

請
求

（
現

在
は

、
全

て
の

福
祉

事
務

所
に

係
る

審
査

請
求

）

厚
生

労
働

省

都
道

府
県

　
　

　
　

　
住

　
　

　
　

　
　

　
民

・
保

護
の

決
定

及
び

実
施

に
関

す
る

事
務

に
関

す
る

処
分

・
就

労
自

立
給

付
金

の
支

給
に

関
す

る
事

務
に

関
す

る
処

分

指
定

都
市

提
案

内
容

市
町

村
福

祉
事

務
所

審
査

請
求

（
指

定
都

市
福

祉
事

務
所

に
係

る
審

査
請

求
）

福
祉

事
務

所
設

置
市

町
村

③
指

導
監

査
（
生

活

保
護

法
第

２
３

条
）

③
指

導

監
査

(地
方

自
治

法
第

１
５

４

条
）

②
委

任

②
委

任

②
委

任

①
法

定
受

託
事

務

（
保

護
事

務
及

び
事

務
の

監
査

）

①
法

定
受

託

事
務

（
保

護

事
務

）

①
法

定
受

託
事

務

（
保

護
事

務
)

③
指

導

監
査

(地
方

自
治

法
第

１
５

４

条
）

66



５
熊

本
県

に
お

け
る

審
査

請
求

処
理

の
状

況

3

熊本
市

その
他

計
熊本

市
その

他
計

熊本
市

その
他

計
熊本

市
その

他
計

熊本
市

その
他

計

１２
５

１７
17

16
33

2
3

5
4

3
7

35
27

62

50
日以

内
1

０
1

０
０

０
０

０
０

0
0

0
1

0
1

51
日か

ら6
ケ月

未満
1

０
1

３
７

１０
０

０
０

0
0

0
4

7
11

6ケ
月以

上
１０

５
１５

１３
１０

２３
２

１
３

0
0

0
25

16
41

０
０

０
０

０
０

０
２

２
4

3
7

4
5

9

＊生
活扶

助費
引下

げに
対す

る集
団審

査請
求は

団体
毎に

１件
とし

て算
定。

また
、取

下げ
につ

いて
は審

査請
求件

数か
ら除

いて
いる

。

審査
請求

の件
数

未処
理件

数(
H2

9.7
.1現

在）
 

Ｈ２
９件

数（
Ｈ２

９．
７．

１現
在）

計

裁決
期間

審査
請求

の状
況

Ｈ２
６審

査請
求件

数
Ｈ２

７審
査請

求件
数

Ｈ２
８審

査請
求件

数
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○
生

活
保

護
に

係
る

審
査

請
求

に
対

す
る

審
査

庁
は

県
の

み
で

あ
り

、
事

務
処

理
に

時
間

を
要

し
、

生
活

保
護

法
に

定
め

る
裁

決
を

す
べ

き
期

間
内

に
処

理
が

で
き

て
い

な
い

。

６
支

障
事

例
・
事

務
移

譲
の

必
要

性

○
指

定
都

市
は

県
と

同
様

に
生

活
保

護
法

施
行

事
務

指
導

監
査

を
行

っ
て

い
る

が
、

生

活
保

護
事

務
に

関
す

る
審

査
請

求
の

審
査

庁
が

県
で

あ
る

た
め

、
指

定
都

市
の

上

に
県

が
あ

る
と

の
誤

解
を

生
じ

て
い

る
。

○
指

定
都

市
（
熊

本
市

）福
祉

事
務

所
の

処
分

に
対

す
る

審
査

請
求

が
県

で
あ

る
こ

と

は
、

指
定

都
市

（
熊

本
市

）
の

被
保

護
者

に
と

っ
て

分
か

り
に

く
い

。

４

○
指

定
都

市
（
熊

本
市

）が
審

査
庁

と
な

る
こ

と
で

、
指

定
都

市
（
熊

本
市

）
福

祉
事

務

所
の

事
務

指
導

監
査

が
、

よ
り

効
果

的
に

実
施

で
き

る
。
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５

○
知

事
と

指
定

都
市

（
熊

本
市

）の
長

に
お

い
て

処
理

す
る

こ
と

に
よ

り
、

迅
速

性
の

確
保

に
つ

な
が

る
。

７
事

務
移

譲
に

伴
う

効
果

８
事

務
移

譲
に

伴
う

懸
念

の
解

消
に

つ
い

て

○
公

平
性

の
担

保

行
政

不
服

審
査

法
に

基
づ

き
、

処
分

に
関

与
し

な
い

職
員

が
審

理
員

と
し

て
公

平
に

審

理
し

、
裁

決
は

、
行

政
不

服
審

査
会

等
の

第
三

者
機

関
に

お
け

る
答

申
を

受
け

て
作

成

す
る

こ
と

と
な

る
た

め
、

公
平

性
は

担
保

さ
れ

る
。

○
審

査
庁

と
し

て
の

事
務

処
理

体
制

裁
決

に
当

た
っ

て
は

、
生

活
保

護
法

及
び

そ
の

関
連

通
知

等
を

熟
知

し
て

い
な

い
と

論
理

的
に

作
成

す
る

こ
と

は
困

難
。

そ
の

点
、

業
務

と
し

て
生

活
保

護
法

施
行

事
務

指
導

監

査
を

実
施

し
て

い
る

指
定

都
市

で
あ

れ
ば

、
生

活
保

護
法

等
に

精
通

し
て

お
り

、
審

査
庁

と
し

て
の

事
務

処
理

体
制

は
確

保
さ

れ
る

。
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平
成

2
9
年

 
地
方
分
権
改
革
提
案
に

 
関
す
る
内
閣
府
ヒ
ア
リ
ン
グ

 

生
活
保
護
法
第
７
条
に
規
定
す
る
保
護
申
請
者
の
追
加

 

岐
阜
市
福
祉
部
福
祉
事
務
所

 

平
成
２
９
年
７
月

1
2
日

 

注
：
本
資
料
に
記
載
の
条
項
は
す
べ
て
生
活
保
護
法

 重点番号20－②：生活保護制度関連の見直し（岐阜市）
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１
 
提
案
の
経
緯

 

１
）
現
状
の
問
題
点

 

法
第
７
条
に
規
定
す
る
保
護
申
請
者
に
判
断
能
力
が
欠
け
て
い
る

 

要
保
護
者
の
た
め
、
成
年
後
見
人
を
加
え
る
こ
と
を
提
案

 

法
第
７
条
に
規
定
が
な
い
た
め
、
成
年
後
見
人
に
よ
る
成
年
被
後
見
人
の
保
護
の
代
理
申
請
は
で
き
な
い

 

法
第
７
条
（
申
請
保
護
の
原
則
）

 

保
護
は
、
要
保
護
者
、
そ
の
扶
養
義
務
者
又
は
そ
の
他
の
同
居
の
親
族
の
申
請
に
基
づ
い
て
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

 

但
し
、
要
保
護
者
が
急
迫
し
た
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
保
護
の
申
請
が
な
く
て
も
、
必
要
な
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
成
年
後
見
人
・
・
・
成
年
被
後
見
人
の
身
上
監
護
（
介
護
、
施
設
入
所
、
医
療
等
）
や
財
産
管
理
（
預
貯
金
、
不
動
産
等
）
に
関
す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
す
べ
て
の
法
律
行
為
（
契
約
行
為
含
む
）
を
行
い
、
成
年
被
後
見
人
の
生
活
状
況
を
最
も
把
握
で
き
る
立
場
に
あ
る

 

２
）
職
権
保
護
に
つ
い
て

 

法
第

2
5
条
（
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
及
び
変
更
）

 

保
護
の
実
施
機
関
は
、
要
保
護
者
が
急
迫
し
た
状
況
に
あ
る
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
職
権
を
も
つ
て
保
護
の
種
類
、
程
度
及
び
方
法
を
決
定
し
、

 

保
護
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

急
迫
…
生
存
が
危
う
く
さ
れ
る
と
か
、
そ
の
他
社
会
通
念
上
放
置
し

 
 

 
 
難
い
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
情
況
が
切
迫
し
て
い
る
場
合
。

 
 

 
 
単
に
最
低
生
活
の
維
持
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、

 
 

 
 
必
ず
し
も
こ
の
場
合
に
該
当
す
る
と
は
言
え
な
い
。

 
平
成

1
6
年

2
月

1
6
日
発
行

 厚
生
省
社
会
局
保
護
課
長
著

 
 
「
生
活
保
護
法
の
解
釋
と
運
用
」
よ
り

 

傷
病
や
障
害
の
た
め
救
急
搬
送
さ
れ
、
意
識
が
な
い
等
の

 

生
死
に
関
わ
る
よ
う
な
状
態
で
入
院
し
、
親
族
が
お
ら
ず
、

 

手
持
金
が
な
く
、
医
療
費
が
支
払
え
な
い
ケ
ー
ス

 
等

 

○
 判

断
能
力
の
な
い
要
保
護
者
が
申
請
で
き
ず
、
そ
の
扶
養
義
務
者
又
は
そ
の
他
の
同
居
の
親
族
が
居
な
い
場
合

 

 
急
迫
し
た
状
態
に
な
ら
な
い
と
保
護
が
開
始
で
き
ず
、
必
要
な
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い

 

 
（
行
政
は
保
護
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
）

 

例
え
ば

 

要
保
護
者

保
護

判
断
能
力
無

方
法

（
成
年
被
後
見
人
）

職 権 保 護

(急
迫
)

申 請 保 護

○
保
護
可
能

×
申
請
で
き
な
い
た
め

保
護
で
き
な
い

判
断
能
力
有

○
保
護
可
能

○
保
護
可
能
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2
 
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て

 

成
年
後
見

 

 1
2

6
,7

6
5

 

成
年
後
見

 

1
3

6
,4

8
4

 

成
年
後
見

 

1
4

3
,6

6
1

 

成
年
後
見

 

1
4

9
,0

2
1

 

成
年
後
見

 

1
5

2
,6

8
1

 

成
年
後
見

 

1
6

1
,3

0
7

 

保
佐

 

1
7

,9
1

7
 

保
佐

 

2
0

,4
2

9
 

保
佐

 

2
2

,8
9

1
 

保
佐

 

2
5

,1
8

9
 

保
佐

 

2
7

,6
5

5
 

保
佐

 

3
0

,5
4

9
 

補
助

, 6
,9

3
0

  

補
助

, 7
,5

0
8

  

補
助

, 8
,0

1
3

  

補
助

, 8
,3

4
1

  
補
助

, 8
,7

5
4

  

補
助

, 9
,2

3
4

  

任
意
後
見

, 1
,7

0
2

  

任
意
後
見

, 1
,8

6
8

  

任
意
後
見

, 1
,9

9
9

  
任
意
後
見

, 2
,1

1
9

  
任
意
後
見

, 2
,2

4
5

  

任
意
後
見

, 2
,4

6
1

  

1
5

3
,3

1
4

  

1
6

6
,2

8
9

  
1

7
6

,5
6

4
  

1
8

4
,6

7
0

  
1

9
1

,3
3

5
  

2
0

3
,5

5
1

  

0

2
0

,0
0

0

4
0

,0
0

0

6
0

,0
0

0

8
0

,0
0

0

1
0

0
,0

0
0

1
2

0
,0

0
0

1
4

0
,0

0
0

1
6

0
,0

0
0

1
8

0
,0

0
0

2
0

0
,0

0
0

2
2

0
,0

0
0

H
2

3
.1

2
月

 
H

2
4

.1
2
月

 
H

2
5

.1
2
月

 
H

2
6

.1
2
月

 
H

2
7

.1
2
月

 
H

2
8

.1
2
月

 

（
単
位
：
人
）

 

○
 成

年
後
見
制
度
（
平
成

1
2
年
４
月
施
行
）
の
利
用
者
数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
。

 
○

 平
成

2
8
年

1
2
月
末
時
点
の
利
用
者
数
は
、
成
年
後
見
の
割
合
が
約

7
9

.2
%
、
保
佐
の
割
合
が
約

1
5

.0
%
、
補
助
の
割
合
が
約

4
.5

%
、

 
 

 任
意
後
見
の
割
合
が
約

1
.2

%
と
な
っ
て
い
る
。

 

1
）
成
年
後
見
制
度
の
利
用
者
数
の
推
移

 

２
）
生
活
保
護
法
と
成
年
後
見
制
度
と
の
関
係

 
法
第

8
1
条
（
後
見
人
選
任
の
請
求
）

 
被
保
護
者
が
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
親
権
者
及
び
後
見
人
の
職
務
を
行
う
者
が
い
な
い
と
き
は
、

 
保
護
の
実
施
機
関
は
、
す
み
や
か
に
、
後
見
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

生
活
保
護
法
で
は
、
成
年
後
見
制
度
の
活
用
を
規
定
し
て
い
る
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３
 
岐
阜
市
の
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
概
要
と
成
年
後
見
人
等
に
よ
る
相
談
件
数

 

１
）
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
世
帯
類
型
別
概
要

 

○
 H

2
9

.4
は

H
2

3
.4
に
対
し
て
高
齢
世
帯

 
 
数
が

1
3

9
.5

%
と
他
の
世
帯
類
型
の
中
で

 
 
最
も
伸
長
し
て
い
る
。

 
 ○

 H
2

9
.4
は

H
2

3
.4
に
対
し
て
高
齢
世
帯

 
 
率
は

1
1

.1
%
増
加
し
て
お
り
、
全
体
の

 
 
６
割
が
高
齢
世
帯
で
あ
る
。

 

「
岐
阜
市

 
被
保
護
者
調
査

 
月
次
調
査

 
 
第

4
 
世
帯
の
労
働
力
型
別
被
保
護
者
世
帯
数
」
よ
り

 

２
）
生
活
保
護
に
お
け
る
成
年
後
見
人
等
か
ら
の
相
談
ケ
ー
ス
試
算

 

世
帯
類
型

 
H

2
3

.4
 

H
2

4
.4

 
H

2
5

.4
 

H
2

6
.4

 
H

2
7

.4
 

H
2

8
.4

 
H

2
9

.4
 

H
2

3
.4
対

H
2

9
.4

 

率
 

世
帯
数

 

総
世
帯

 
合
計

 
4

,6
3

2
 

5
,0

3
1

 
5

,1
0

8
 

5
,1

6
9

 
5

,1
9

5
 

5
,2

2
8

 
5

,2
7

5
 

1
1

3
.9

%
 

6
4

3
 

高
齢

 
2

,2
9

1
 

2
,4

8
5

 
2

,6
7

4
 

2
,8

5
6

 
3

,0
0

2
 

3
,1

0
8

 
3

,1
9

5
 

1
3

9
.5

%
 

9
0

4
 

高
齢

 
世
帯
率

 
4

9
.5

%
 

4
9

.4
%

 
5

2
.3

%
 

5
5

.3
%

 
5

7
.8

%
 

5
9

.4
%

 
6

0
.6

%
 

+
1

1
.1

%
 

-
 

障
害

 
4

4
3

 
4

5
8

 
4

6
9

 
4

6
1

 
4

6
3

 
4

6
3

 
4

7
4

 
1

0
7

.0
%

 
3

1
 

母
子

 
2

0
5

 
2

2
8

 
1

9
6

 
2

0
3

 
1

9
2

 
1

9
1

 
2

1
2

 
1

0
3

.4
%

 
7

 

傷
病

 
9

7
5

 
1

,1
1

7
 

1
,0

9
6

 
1

,1
3

6
 

1
,1

5
5

 
1

,0
2

1
 

9
3

7
 

9
6

.1
%

 
△

 3
8

 

そ
の
他

 
7

1
8

 
7

4
3

 
6

7
3

 
5

1
3

 
3

8
3

 
4

4
5

 
4

5
7

 
6

3
.6

%
 

△
 2

6
1

 

○
 岐

阜
市
で
は
成
年
後
見
人
等
か
ら
の
相
談
が
年
間

3
件
程
度
。

 
○

 H
2

9
.7
月

7
日
現
在
で

1
3
世
帯
が
成
年
後
見
制
度
を
利
用
。

 
○

 岐
阜
市
の
生
活
保
護
受
給
者
で
成
年
後
見
制
度
利
用
の
経
緯
と
し
て
多
い
の
は
、

 
 

 認
知
症
や
精
神
疾
患
→
独
居
生
活
困
難
→
支
援
者
無
→
施
設
入
所
→
金
銭
管
理
・
資
産
売
却
手
続
必
要
→
制
度
利
用

 

【
試
算
か
ら
】

 
○

 全
国
で
は
被
保
護
者
の
う
ち
、

 4
,2

7
3
人
が
成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
い
る
。

 
○

 全
国
で
は
成
年
後
見
人
等
か
ら
の
相
談
が

9
8

6
人

/年
あ
る
が
、
実
際
に
は
申
請
（
相
談
）
し
た
い
が
成
年
後
見
人
等
か
ら
の

 
 

 申
請
が
出
来
な
い
た
め
に
相
談
を
控
え
て
い
る
人
が
岐
阜
市
で
は

1
人

/年
、
全
国
で
は

3
2

3
人

/年
い
る
。

 
○

 今
後
、
高
齢
化
率
の
伸
び
に
伴
い
、
さ
ら
に
相
談
件
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

 

生
活
保
護
被
保
護
者

生
活
保
護
相
談
に
お
け
る

H
2
9
.3
月
末
時
点

成
年
後
見
制
度
利
用
者

成
年
後
見
人
等
関
係
件
数

現
状
の
相
談

本
来
の
相
談

潜
在
的
な
相
談

D
E

E
-
D

岐
阜
市

6
,5
2
7
人

0
.3

0
%

1
3
人

0
.2

0
%

3
人
/
年

4
人
/
年

1
人
/
年

全
　
国

2
,1
4
5
,4
1
5
人

-
4
,2
7
3
人

-
9
8
6
人
/
年

1
,3
0
9
人
/
年

3
2
3
人
/
年

BA
A

/
B

C
C

/
A
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平
成

2
8
年
度

 生
活
保
護
担
当
指
導
職
員
ブ
ロ
ッ
ク
会
議

(平
成

2
8
年

1
0
月
開
催

)で
議
論
し
た
結
果
、

 

成
年
後
見
人
か
ら
の
申
請
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

8
7

.6
%
の
自
治
体
が
賛
成
。

 

成
年
後
見
人
以
外
の
代
理
人
か
ら
の
申
請
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

8
1

.4
%
の
自
治
体
が
反
対
。

 

  Q
 
成
年
後
見
人
に
よ
る
申
請
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 
 A

 
 

 賛
 
成

 
 

9
9
自
治
体

 
 

8
7

.6
％

 
 

 
 
反

 
対

 
 

 
8
自
治
体

 
  

 7
.1
％

 
 

 
 
そ
の
他

 
 

 
6
自
治
体

 
  

 5
.3
％

 

【
賛
成
意
見
】

 
○

 保
護
の
申
請
が
出
来
ず
、
困
窮
状
態
が
継
続
し
て
し
ま
い
、

 
 

 生
存
権
が
脅
か
さ
れ
て
し
ま
う

 
○

 実
際
に
成
年
後
見
人
か
ら
の
申
請
が
増
加
し
て
お
り
、
対
応
に

 
 

 苦
慮
し
て
い
る

 
【
反
対
意
見
】

 
○

 成
年
後
見
人
に
は
代
理
権
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
本
人
が
行
っ

 
 

 た
申
請
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
法
改
正
の
必
要
な
し

 
○

 法
2

5
条
職
権
保
護
に
て
対
応
可
能
な
た
め
法
改
正
の
必
要
な
し

 
【
そ
の
他
意
見
】

 
○

 扶
養
義
務
者
が
お
ら
ず
、
居
て
も
絶
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明

 
  

白
な
場
合
に
は
、
成
年
後
見
人
か
ら
の
申
請
を
認
め
て
も
よ
い

 
○

 申
請
を
認
め
る
な
ら
ば
、
法
第

2
9
条
に
基
づ
く
調
査
に
用
い
る

 
 

 同
意
書
の
対
象
を
成
年
後
見
人
も
含
め
る
見
直
し
が
必
要

 

Q
 
成
年
後
見
人
以
外
に
よ
る
申
請
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 
 A

 
 

 賛
 
成

 
 

 
 

8
自
治
体

 
 

 
7

.1
％

 
 

 
 
反

 
対

 
 

  
9

2
自
治
体

 
 

 8
1

.4
％

 
 

 
 
そ
の
他

 
 

  
1

3
自
治
体

 
 

 1
1

.5
％

 

【
賛
成
意
見
】

 
○

 判
断
能
力
が
な
く
、
要
保
護
状
態
の
場
合
、
や
む
を
得
な
い

 
○

 成
年
後
見
人
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
本
人
の
状
況
を
よ
く

 
 

 知
る
第
三
者
が
代
理
人
と
成
り
え
る
こ
と
も
必
要

 
【
反
対
意
見
】

 
○

 代
理
人
の
範
囲
を
広
く
認
め
る
と
、
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
に
利
用
さ
れ
た

 
 

 り
、
不
正
受
給
に
繋
が
る
恐
れ
が
あ
る

 
○

 申
請
は
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
が
大
原
則
で
あ
り
、
成
年
後
見
人

 
 

 以
外
の
代
理
人
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い

 
【
そ
の
他
意
見
】

 
○

 代
理
人
に
よ
る
申
請
を
受
理
し
た
と
し
て
も
、
判
断
能
力
の
あ
る
場
合

 
 

 に
は
本
人
へ
の
意
思
確
認
は
必
要

 
○

 要
保
護
者
の
申
請
意
思
の
確
認
及
び
関
係
性
を
十
分
考
慮
し
た
上
で

 
 

 認
め
て
も
よ
い

 平
成

2
8
年
度

 生
活
保
護
担
当
指
導
職
員
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
資
料
よ
り

 

４
 
全
国
の
都
道
府
県
及
び
中
核
市
の
対
応
状
況

 

 
 

 
 
成
年
後
見
人
の
権
限
・
職
責
を
考
慮
し
、

 
 

 
 

 
扶
養
義
務
者
及
び
そ
の
他
の
同
居
の
親
族
と
同
様
に
申
請
者
と
す
べ
き
で
あ
る
。

 

【
岐
阜
市
の
考
え
】
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要
保
護
者
（
本
人
）
は

 

 
○

 急
迫
し
た
状
況
で
な
い
場
合
で
も
必
要
な
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

(法
本
来
の
目
的

) 

 
○

 申
請
意
思
表
示
が
で
き
な
い
成
年
被
後
見
人
の
申
請
権
が
確
保
で
き
る

 

 実
施
機
関
は

 

 
○

 代
理
申
請
に
よ
り
、
急
迫
に
関
わ
ら
ず
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
生
活
保
護
を
実
施
で
き
る

 

 
○

 代
理
申
請
に
よ
り
、
当
初
か
ら
実
施
機
関
と
成
年
後
見
人
と
の
間
に
協
力
関
係
が
得
ら
れ
、

 

 
 

 生
活
保
護
の
決
定
に
必
要
な
事
務
（
生
活
状
況
の
把
握
、
財
産
調
査
等
）
が
円
滑
に
で
き
る

 

5
 
制
度
改
正
が
な
さ
れ
る
場
合

 

要
保
護
者
と
実
施
機
関
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
成
年
後
見
制
度
の
活
用
は
必
須

 

成
年
後
見
人
か
ら
の
代
理
申
請
を
認
め
る
こ
と
で
・
・
・

 

今
後
、
成
年
後
見
制
度
普
及
に
伴
い
、
成
年
後
見
人
等
か
ら
の
生
活
保
護
相
談
が
増
加

 

生
活
保
護
法
に
成
年
後
見
人
か
ら
の
代
理
申
請
を
明
記
す
る
べ
き
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